
身
延
深
敬
病
院
は
、
明
治
三
十
九
年
十
月
十
二
日
に
日
蓮
宗
僧
侶
で
あ
る
綱
脇
龍
妙
二
八
七
六
’
一
九
七
○
）
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ

た
。
綱
脇
三
十
歳
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
綱
脇
は
明
治
三
十
九
年
七
月
中
旬
、
か
つ
て
か
ら
の
念
願
で
あ
る
法
華
経
常
不
軽
菩
薩
品
に

説
示
さ
れ
て
い
る
不
軽
菩
薩
の
様
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
を
仏
身
と
拝
み
奉
る
布
教
を
し
な
け
れ
ば
社
会
の
変
革
は
で
き
な
い
と
考
え
、
日

蓮
聖
人
に
そ
の
志
の
発
願
報
告
と
冥
鑑
を
求
め
、
身
延
山
の
御
廟
所
を
参
拝
さ
れ
篭
そ
の
直
後
、
綱
脇
は
身
延
河
原
付
近
で
一
少
年
の

（
２
）

ハ
ン
セ
ン
病
患
者
に
泣
き
す
が
ら
れ
見
殺
し
に
す
る
に
忍
び
ず
、
煩
悶
襖
悩
の
後
に
布
教
活
動
の
方
針
を
転
換
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か

ら
僅
か
三
ヶ
月
後
に
ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
を
発
足
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
救
済
施
設
の
名
称
を
「
身
延
深
敬
病
院
」
と
名
づ
け
た
の
は
、

（
３
）

綱
脇
龍
妙
の
法
華
経
常
不
軽
品
の
深
敬
精
神
を
表
白
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

当
時
、
ハ
ン
セ
ン
病
は
恐
ろ
し
い
伝
染
病
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
患
者
推
定
人
数
は
四
、
五
万
か
ら
七
万
人
、
或
は
十
万
人
と

（
４
）

（
５
）

も
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
為
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
救
済
の
必
要
性
は
、
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
立
と

ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）

ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る

十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て

一
、
は
じ
め
に

桑
名
貫
正

(〃）



ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）

官
立
の
救
済
施
設
は
未
だ
無
く
、
明
治
政
府
の
対
策
は
漸
く
明
治
四
十
二
年
よ
り
始
ま
っ
た
の
で
龍
し
か
し
、
政
府
の
救
済
施
設
に
先

（
７
）

立
っ
て
、
民
間
人
に
よ
る
ハ
ン
セ
ン
病
救
済
の
活
動
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

身
延
深
敬
病
院
の
日
本
に
お
け
る
位
置
付
け
を
見
る
と
、
吉
田
久
一
氏
は
「
近
代
に
お
け
る
組
織
的
な
救
捌
活
動
は
キ
リ
ス
ト
教
に
ょ
っ

（
８
）

て
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
た
が
、
仏
教
の
近
代
的
救
癩
は
、
三
十
九
年
十
月
日
蓮
宗
綱
脇
龍
妙
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
た
」
と
述
べ
、
綱
脇
龍
妙

の
ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
を
高
く
評
価
す
る
。
昭
和
四
十
二
年
六
月
二
十
五
日
、
財
団
法
人
藤
楓
協
会
高
松
宮
宣
仁
親
王
は
「
私
立
身
延

深
敬
病
院
を
独
力
創
設
し
苦
心
経
営
し
て
ら
い
患
者
の
収
容
治
療
に
当
り
日
本
人
に
よ
る
我
が
国
最
古
の
施
設
と
し
て
今
日
ま
で
ら
い
事

業
に
功
献
さ
れ
た
功
績
は
極
め
て
顕
著
」
と
称
え
篭
昭
和
四
十
五
年
聖
成
稔
は
「
身
延
深
敬
病
院
を
開
設
さ
れ
た
偉
業
は
、
永
久
に

我
が
国
の
、
ら
い
の
歴
史
の
上
に
大
き
な
足
跡
を
残
さ
れ
た
」
と
称
賛
す
壷
日
蓮
宗
で
の
位
置
付
け
を
見
る
と
、
大
正
元
年
内
務
省
主

催
第
六
回
感
化
救
済
事
業
講
習
会
に
出
席
し
た
八
名
に
対
し
、
日
蓮
宗
宗
務
院
は
神
保
総
監
を
筆
頭
に
破
格
の
接
遇
を
以
て
奨
励
慰
謝
さ

（
Ⅲ
〉

れ
る
。
そ
の
席
に
綱
脇
龍
妙
を
斯
道
の
先
號
と
し
て
招
待
し
、
今
日
迄
の
経
歴
談
を
発
表
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
頃
、
既
に
綱
脇
は
日
蓮
宗

社
会
事
業
家
の
第
一
人
者
と
認
知
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
綱
脇
は
ハ
ン
セ
ン
病
救
済
活
動
を
通
じ
て
、
皇
室
と
の
縁
を
深
め
、
昭
和
六
年
十

月
立
正
大
師
勅
額
拝
戴
に
関
し
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
奄
雛
て
、
社
会
事
業
の
業
績
等
も
評
価
さ
れ
て
昭
和
三
十
八
年
一
月
十
六

日
に
日
蓮
宗
管
長
代
理
に
就
任
す
る
。
身
延
深
敬
病
院
は
ハ
ン
セ
ン
病
史
上
、
日
蓮
宗
社
会
事
業
史
に
お
い
て
も
顕
著
な
足
跡
を
残
し
た

（
退

が
、
身
延
深
敬
病
院
に
関
す
る
研
究
は
意
外
と
少
な
い
の
で
あ
る
。

近
代
の
社
会
福
祉
事
業
に
て
戦
前
と
戦
後
の
違
い
は
、
事
業
資
金
に
お
い
て
異
な
り
が
見
ら
れ
る
。
戦
前
は
特
定
の
慈
善
家
（
資
産
家
）

が
私
財
を
拠
っ
て
や
る
こ
と
が
多
く
、
戦
後
は
政
府
あ
る
い
は
公
的
機
関
が
必
要
経
賀
の
多
く
を
負
担
し
て
い
る
。
身
延
深
敬
病
院
の
場

合
は
、
綱
脇
龍
妙
に
資
産
が
無
い
た
め
、
当
処
か
ら
事
業
資
金
の
殆
ど
を
勧
募
に
頼
る
し
か
な
か
っ
た
。
綱
脇
は
救
済
の
情
熱
の
み
が
先
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行
し
、
経
営
を
考
え
る
余
裕
も
な
く
ス
タ
ー
ト
し
た
た
め
、
創
立
直
後
か
ら
、
財
政
難
に
陥
い
っ
て
い
強
以
後
、
財
政
上
の
問
題
は
度
々

生
じ
た
。
昭
和
十
八
年
紀
元
節
に
身
延
深
敬
病
院
の
名
称
を
身
延
深
敬
園
と
改
称
し
た
の
は
、
財
政
難
の
た
め
定
員
医
局
員
の
不
足
の
補

充
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
窪
経
営
が
漸
く
安
定
す
る
の
は
、
昭
和
二
十
六
年
経
営
費
の
国
庫
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
か
ら
で
あ

｛
肥
）
（
Ⅳ
）

る
。
創
立
直
後
の
経
営
難
は
、
事
業
の
存
続
問
題
が
絡
ん
で
お
り
、
当
時
は
無
名
だ
っ
た
綱
脇
龍
妙
が
、
ど
の
よ
う
に
寄
付
金
勧
募
運
動

を
展
開
き
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の
考
察
で
は
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
峰
迦
殊
に
「
十
万
一
厘
講
」
の
勧
募
運
動
は
、
当
面
の
財

政
危
機
を
脱
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
後
の
事
業
の
発
展
の
基
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
身
延
深
敬
病
院
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
、
「
十

万
一
厘
講
」
勧
募
資
金
及
び
、
そ
の
運
動
展
開
の
解
明
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
「
十
万
一
厘
講
」
の
勧
募
帳
は
存
在
し

な
い
と
論
じ
ら
れ
て
き
聴
未
だ
「
十
万
一
厘
講
」
の
研
究
は
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
壱

今
般
、
筆
者
は
深
敬
園
の
関
係
各
位
の
御
協
力
同
意
の
も
と
、
資
料
調
査
を
行
い
「
身
延
深
敬
病
院
十
萬
一
厘
講
勧
募
帳
』
「
十
萬
一

厘
講
加
入
帳
」
等
の
貴
重
な
資
料
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
篭

本
論
は
、
新
発
見
の
資
料
に
基
づ
き
、
綱
脇
龍
妙
が
如
何
に
苦
辛
し
「
十
万
一
厘
講
」
寄
付
金
勧
募
運
動
を
展
開
し
、
事
業
当
初
の
財

政
危
機
を
乗
り
越
え
た
の
か
を
解
明
し
、
資
料
調
査
に
よ
り
、
先
学
が
研
究
し
た
身
延
深
敬
病
院
創
設
の
準
備
資
金
に
再
検
討
の
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
「
十
万
一
厘
講
」
勧
募
時
期
に
お
い
て
も
再
考
す
べ
き
問
題
が
あ
る
こ
と
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
併
せ
て
、

「
身
延
深
敬
病
院
」
の
財
政
上
に
お
い
て
「
十
万
一
厘
講
」
の
果
た
し
た
役
割
と
「
十
万
一
厘
講
」
が
開
し
た
波
及
効
果
を
考
察
す
る
も

の
で
あ
る
。二

、
身
延
深
敬
病
院
創
設
の
準
備
資
金
の
問
題

ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）
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ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）

三
十
歳
で
ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
を
決
心
し
た
綱
脇
龍
妙
は
当
時
、
無
名
の
貧
乏
書
生
で
東
京
小
石
川
区
の
茗
谷
学
園
に
籍
を
置
く
哲

学
館
（
現
東
洋
大
学
）
の
聴
講
生
で
あ
っ
た
。
上
京
中
の
学
資
金
は
越
前
武
生
の
青
山
市
之
助
よ
り
援
助
を
受
け
て
お
り
、
綱
脇
個
人
に

は
全
く
資
産
が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
資
産
力
も
な
い
綱
脇
が
救
済
活
動
を
決
意
し
て
か
ら
、
僅
か
三
ケ
月
後
の
明
治
三
十
九
年
十
月
十

二
日
、
身
延
深
敬
病
院
を
創
設
し
・
身
延
河
原
に
い
た
十
三
人
の
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
を
収
容
で
き
た
の
は
、
網
脇
の
情
熱
に
絆
さ
れ
た
身

延
山
久
遠
寺
法
主
豊
永
日
良
が
仮
病
室
一
棟
を
建
立
し
寄
進
し
た
か
ら
で
あ
窪
た
だ
し
、
豊
永
法
主
か
ら
以
後
、
三
門
工
事
と
御
料
林

二
千
町
歩
の
払
下
げ
事
業
の
た
め
、
身
延
山
は
一
銭
の
補
助
も
出
来
な
い
と
宣
告
さ
れ
髭
従
っ
て
以
後
の
救
済
事
業
は
、
綱
脇
が
独
力

で
す
る
こ
と
と
な
り
前
途
多
難
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
当
時
、
綱
脇
は
ど
の
位
の
準
備
資
金
を
も
っ
て
身
延
深
敬
病
院
を
経
営
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
清
水
海
隆
氏
は
「
堀
ノ
内
妙
法
寺
貫
主
武
見
日
恕
上
人
寄
付
の
五
○
円
及
び
福
井
県
武
生
市
在
住
の
信
者

青
山
市
之
助
寄
附
の
学
資
金
二
○
○
円
が
当
て
ら
れ
た
」
と
す
壷
清
水
氏
の
見
解
は
、
綱
脇
自
身
が
処
々
に
記
述
さ
れ
た
文
か
ら
判
断

さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
準
備
資
金
を
論
じ
た
文
を
手
掛
り
に
、
そ
の
金
額
を
考
察
し
て
み
た
い
。

㈲
私
の
用
意
し
て
お
い
た
数
百
円
の
金
は
、
全
く
鍋
き
て
米
代
に
も
差
し
支
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
、
南
部
警
察
署
経
由

（
麓
）

で
山
梨
県
に
対
し
寄
付
勧
募
の
許
可
を
出
願
し
た
（
六
十
三
歳
）

㈲
明
治
三
十
九
年
十
月
十
二
日
で
あ
り
ま
し
た
。
一
、
二
ケ
月
や
っ
て
お
る
中
に
、
自
分
の
所
持
金
も
な
く
な
っ
た
の
で
、
私
十
万
一

（
坊
）

厘
講
と
い
う
こ
と
を
考
え
だ
し
ま
し
て
…
…
（
六
十
三
歳
）

伺
私
は
堀
ノ
内
妙
法
寺
の
貫
主
武
見
日
恕
上
人
…
…
か
ら
い
た
だ
い
た
五
○
円
と
、
福
井
県
武
生
市
の
信
者
青
山
市
之
助
氏
か
ら
恵
ま

れ
て
い
た
学
資
金
二
○
○
円
を
も
と
に
、
こ
の
事
業
を
は
じ
め
た
…
…
た
ち
ま
ち
資
金
に
行
詰
っ
て
…
…
そ
こ
で
十
万
一
厘
蕊
一
：
：

（
八
十
八
歳
）
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四
武
見
日
恕
上
人
は
・
・
…
即
座
に
五
十
円
の
大
金
を
資
金
壗
）
（
く
れ
た
）
。
（
八
十
九
毒

国
身
延
に
ラ
イ
病
院
を
作
ろ
う
と
決
心
し
た
と
き
、
信
仰
の
厚
い
青
山
さ
ん
に
資
金
の
後
援
を
お
願
い
し
よ
う
と
考
え
た
…
…
青
山
さ

ん
は
喜
ん
で
引
き
う
け
…
…
当
時
の
金
で
二
百
円
を
出
し
て
く
（
れ
た
壱
（
九
十
歳
）

右
の
㈲
か
ら
固
の
文
に
準
備
資
金
の
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
清
水
海
隆
氏
は
曰
の
説
に
基
づ
い
た
訳
で
あ
る
。
㈲
か
ら
国
の

文
を
整
理
す
る
と
、
Ｈ
は
数
百
円
。
口
は
一
、
二
ヶ
月
で
所
持
金
が
つ
き
る
。
日
は
武
見
日
恕
上
人
の
五
十
円
と
青
山
市
之
助
の
学
資
金

二
百
円
。
側
は
武
見
日
恕
上
人
が
即
座
に
五
十
円
を
く
れ
た
。
㈲
は
青
山
市
之
助
が
学
資
金
以
外
に
事
業
準
備
資
金
と
し
て
二
百
円
を
く

れ
た
と
い
う
内
容
に
な
る
。
準
備
資
金
は
武
見
日
恕
の
五
十
円
と
青
山
市
之
助
寄
付
の
学
資
金
二
百
円
・
事
業
資
金
寄
付
二
百
円
の
金
額

が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
少
し
検
討
を
要
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
綱
脇
龍
妙
の
晩
年
の
記
憶
に
錯
誤
が
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
㈲
口
の
文
は
六
十
三
歳
の
記
述
で
、
準
備
資
金
の
無
く
な
っ
た
事
実
を
述
べ
る
が
、
金
額
は
触
れ
て
い
な
い
。
㈲
倒
伺
の
文
に
錯

あ
る
。
㈲
口
の
文
は
六
一

誤
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。

準
備
資
金
の
内
、
先
ず
武
見
日
恕
上
人
の
五
十
円
に
つ
い
て
精
査
す
る
。
側
の
文
で
は
省
略
し
た
が
、
綱
脇
を
武
見
日
恕
上
人
に
引
き

合
せ
た
の
は
茗
谷
学
園
舎
監
山
田
一
英
で
、
明
治
三
十
九
年
八
・
九
月
頃
で
あ
っ
た
、
深
敬
園
所
蔵
の
「
約
定
寄
附
金
登
録
控
簿
』
第
壹

號
を
検
索
す
る
と
「
武
見
日
恕
」
の
項
（
三
一
丁
表
）
の
「
摘
要
」
に
「
準
備
費
中
」
と
記
載
さ
れ
、
「
明
治
三
十
九
年
拾
月
二
十
四
日
、

一
金
五
拾
円
全
納
」
の
印
が
押
し
て
あ
る
。
従
っ
て
⑧
の
文
の
「
即
座
に
五
十
円
の
大
金
を
資
金
に
」
く
れ
た
と
い
う
表
現
は
、
即
座
に

申
し
込
ま
れ
た
記
憶
違
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
青
山
市
之
助
の
寄
付
金
に
つ
い
て
精
査
す
る
。
深
敬
園
所
蔵
の
「
製
寄
附
金
登
録
臺
帳
』
第
球
號
、
「
青
山
市
之
助
」
の
項
（
三

六
丁
裏
）
の
「
摘
要
」
に
「
準
備
費
中
」
と
記
載
さ
れ
、
「
明
治
三
十
九
年
七
月
日
、
一
金
五
拾
円
全
納
」
と
印
が
押
さ
れ
て
あ
る
。

ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）
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ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）

二
回
目
寄
付
は
「
明
治
四
十
一
年
十
月
五
日
、
金
拾
円
」
（
三
六
丁
裏
）
で
あ
る
か
ら
、
青
山
市
之
助
の
準
備
資
金
寄
付
金
額
は
五
拾
円

な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
国
の
文
の
事
業
資
金
二
百
円
の
内
容
は
、
学
資
金
寄
付
二
百
円
の
印
象
が
強
す
ぎ
た
記
憶
違
い
と
考
え
ら
れ
る
。

㈲
の
「
学
資
金
二
○
○
円
を
も
と
に
、
こ
の
事
業
を
は
じ
め
た
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
綱
脇
は
一
年
間
上
京
し
て
お
り
、
か
な
り

消
費
し
て
い
る
は
ず
で
、
そ
の
残
り
を
事
業
資
金
に
廻
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
金
額
は
不
明
で
あ
る
。
残
り
は
少
な
い
と
考
え
ら

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
事
業
の
準
備
資
金
と
し
て
確
か
な
の
は
、
武
見
日
恕
寄
付
五
十
円
と
青
山
市
之
助
寄
付
五
十
円
で
あ
る
。
学
資

金
二
百
円
の
残
り
も
あ
る
が
、
そ
の
金
額
は
不
明
で
あ
る
。
他
に
準
備
資
金
の
寄
付
が
あ
っ
た
か
調
査
す
る
と
、
豊
永
日
良
法
主
一
円
、

創
設
後
で
あ
る
が
日
蓮
宗
大
学
清
水
龍
山
一
円
、
山
梨
龍
王
村
法
久
寺
保
科
宣
直
一
円
が
見
ら
れ
電
何
れ
に
し
て
も
準
備
資
金
の
合
計

金
額
は
多
く
は
な
い
。
寧
ろ
少
な
過
ぎ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

身
延
深
敬
病
院
創
設
当
初
の
出
費
状
況
を
見
る
と
、
明
治
三
十
九
年
十
月
十
二
日
開
院
式
一
円
四
十
銭
、
郵
便
切
手
葉
書
六
十
銭
。
十

一
月
合
計
出
費
五
十
円
四
十
四
銭
と
あ
窪
こ
の
出
費
に
は
食
品
・
治
療
・
備
品
・
事
務
・
雑
費
・
給
料
等
の
諸
経
費
が
含
ま
れ
て
い
な

い
。
当
初
の
諸
経
費
の
推
測
可
能
な
資
料
は
、
明
治
四
十
四
年
の
「
分
類
簿
』
（
深
敬
園
所
蔵
）
が
あ
る
。
「
分
類
簿
」
は
「
項
目
」
別
に

支
出
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
「
財
』
の
項
目
は
〔
米
・
麦
・
大
豆
・
味
噌
・
ガ
ス
・
油
・
野
菜
・
魚
・
菓
子
・
調
味
料
等
の
）
出
費
が
見

ら
れ
る
。
因
に
明
治
四
十
四
年
十
・
十
一
月
の
支
出
一
例
を
挙
げ
る
篭

〔
財
〕
十
月
分
合
計
七
十
円
十
七
銭
。
十
一
月
分
合
計
六
十
七
円
三
銭
二
厘
。

〔
治
療
〕
十
・
十
一
月
分
合
計
十
円
四
十
二
銭
。

〔
消
耗
品
〕
十
月
分
十
一
円
十
九
銭
二
厘
。
十
一
月
分
六
円
七
十
七
銭
九
厘
。

れ
誼
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以
上
の
如
く
結
構
出
費
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
（
備
品
・
事
務
・
雑
費
・
給
料
・
仏
事
等
は
省
略
す
る
）
。
「
財
団
法
人
身
延
深
敬
病
院

一
覧
」
（
大
正
十
三
年
発
行
）
に
よ
れ
ば
明
治
四
十
四
年
当
時
の
入
院
平
均
在
院
患
者
数
は
二
十
二
・
一
人
で
あ
る
（
一
三
頁
）
。
明
治
三

十
九
年
当
時
の
平
均
在
院
患
者
数
は
十
五
人
（
一
二
頁
）
で
あ
る
か
ら
、
比
較
し
て
大
凡
の
支
出
見
当
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
創
設
当
初
は
、

特
に
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
の
出
発
だ
け
に
備
品
等
の
出
費
が
多
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
準
備
資
金
の
二
百
円
程
度
の
所

持
金
で
は
、
忽
ち
の
う
ち
に
財
政
難
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
綱
脇
龍
妙
の
言
葉
に
は
、
首
肯
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

綱
脇
龍
妙
が
身
延
深
敬
病
院
を
創
設
し
て
、
ハ
ン
セ
ン
病
救
済
活
動
を
さ
れ
た
の
が
、
明
治
三
十
九
年
十
月
十
二
日
で
あ
っ
た
。
当
初
、

準
備
資
金
の
所
持
金
を
も
っ
て
経
営
し
た
が
、
か
な
り
の
早
い
段
階
で
所
持
金
が
な
く
な
り
、
経
営
維
持
の
た
め
寄
付
金
勧
募
活
動
を
始

め
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
何
時
か
ら
勧
募
活
動
を
開
始
し
た
か
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
左
の
文
は
綱
脇
龍
妙
の
後
年
の

述
懐
で
あ
る
。

㈲
の
文
は
、
「
二
ヶ
月
で
所
持
金
が
な
く
な
り
十
万
一
厘
講
を
考
え
だ
し
た
と
い
い
。
㈲
の
文
は
、
患
者
が
か
な
り
増
え
た
た
め
資

ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）

㈲
最
初
に
十
六
人
入
れ
た
の
が
端
緒
で
あ
り
ま
し
た
。
明
治
三
十
九
年
十
月
十
二
日
で
あ
り
ま
し
た
。
一
、
二
ケ
月
や
っ
て
お
る
中
に
、

（
謎
）

自
分
の
所
持
金
も
な
く
な
っ
た
の
で
、
私
十
万
一
厘
講
と
い
う
こ
と
を
考
え
出
し
…
…
（
昭
和
十
三
年
六
十
二
歳
）

㈲
こ
の
事
業
を
は
じ
め
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
後
ど
ん
ど
ん
患
者
が
ふ
え
ま
し
て
、
た
ち
ま
ち
資
金
に
行
詰
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
十
万
一
厘
講
と
い
う
も
の
を
組
織
し
ま
し
て
資
金
を
集
め
る
な
ど
非
常
な
苦
心
を
つ
づ
け
ま
し
稔
（
昭
和
三
十
八
年
八
十

七
歳
） 三

、
十
万
一
厘
の
勧
募
時
期
に
つ
い
て
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ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）

金
が
行
詰
り
始
め
た
と
い
う
。
Ｈ
口
文
と
も
、
後
年
の
述
懐
な
る
が
故
に
正
確
で
は
な
い
。
綱
脇
龍
妙
の
直
筆
本
ヨ
厘
の
功
徳
」
「
身

延
深
敬
病
院
十
萬
一
厘
講
の
趣
意
」
に
は
「
明
治
三
十
九
年
拾
一
月
身
延
深
敬
病
院
十
萬
一
厘
講
発
起
者
謹
生
壁
と
記
載
が
あ
る
か
ら
、

こ
の
十
一
月
か
ら
勧
募
は
実
施
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
。
「
同
趣
意
」
書
に
は
身
延
深
敬
病
院
十
萬
一
厘
講
の
目
的
を
「
此
の
病
院
の
基
本

金
を
最
容
易
な
最
難
有
方
法
で
積
む
為
に
結
ば
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
壷
「
身
延
深
敬
病
院
十
萬
一
厘
講
の
規
則
」

い
ち
ば
ん
あ
り
が
た
い

第
一
条
に
も
、
そ
の
目
的
を
「
加
入
者
は
加
入
の
月
の
一
日
よ
り
満
三
ケ
年
間
日
々
壹
厘
づ
種
溜
め
て
身
延
深
敬
病
院
基
本
金
に
寄
附
し

（
銘
）

て
下
さ
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
基
本
金
利
子
を
以
て
経
営
維
持
の
安
定
を
考
え
た
も
の
に
違
い
な
い
。

十
万
一
厘
講
の
十
万
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
一
日
一
厘
、
一
ケ
月
三
銭
、
一
ケ
年
三
十
六
銭
、
三
ケ
年
一
円
八
銭
（
前
金
一
円
）
を

寄
付
し
て
貰
い
、
こ
れ
を
十
万
口
集
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
十
万
円
の
基
金
造
成
を
計
画
し
た
の
で
あ
る
。
綱
脇
龍
妙
が

発
案
し
た
「
十
万
一
厘
講
」
は
、
恐
ら
く
田
中
智
学
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
綱
脇
に
は
、
も
と
も
と
若
い
頃
か
ら
ハ

ン
セ
ン
病
患
者
救
済
の
関
心
は
非
常
に
強
か
つ
総
明
治
三
十
六
年
四
月
か
ら
三
十
七
年
五
月
ま
で
、
大
阪
西
区
四
シ
橋
「
立
正
閣
」
に

て
田
中
智
学
主
催
の
「
本
化
宗
学
研
究
大
全
講
習
会
に
、
光
明
皇
后
の
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
救
済
を
聞
い
て
感
涙
し
て
い
麺
ま
た
田

中
智
学
は
綱
脇
を
非
常
に
愛
さ
れ
篭
田
中
智
学
は
明
治
二
十
四
年
九
月
二
十
日
綱
脇
以
前
に
日
蓮
宗
の
事
業
と
し
て
組
織
的
に
「
宗
教

病
院
大
日
本
救
世
館
」
を
設
立
し
ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
を
行
な
っ
た
人
で
あ
奄
綱
脇
の
十
万
一
厘
講
の
発
想
は
『
宗
教
病
院
大
日
本

救
世
舘
概
則
」
第
四
章
資
金
及
義
財
の
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
資
金
は
十
万
円
と
し
て
い
る
こ
と
。
更
に
義
財
（
浄
資
金
十
万

の
募
集
と
掛
金
、
毎
月
一
口
金
二
銭
の
掛
金
を
一
万
口
を
目
標
と
し
て
い
る
）
を
募
集
す
る
宣
伝
を
し
て
い
壷
吉
田
久
一
氏
は
「
改
訂

増
補
版
日
本
近
代
仏
教
社
会
史
研
究
」
上
巻
三
六
五
頁
に
田
中
智
学
の
「
宗
教
病
院
大
日
本
救
世
館
設
之
趣
意
」
と
「
宗
教
病
院
大
日
本

救
世
館
概
則
」
等
一
条
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
資
料
は
共
に
深
敬
病
院
所
蔵
に
基
ず
い
て
い
る
点
か
ら
も
影
響
が
十
分
に
伺
え
壷
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（
幅
）

吉
田
久
一
氏
と
清
水
海
隆
氏
は
共
に
、
十
万
一
厘
講
の
資
金
勧
募
の
目
的
は
、
身
延
深
敬
病
院
基
本
金
に
寄
付
ま
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
綱
脇
直
筆
本
の
「
一
厘
の
功
徳
」
に
基
ず
い
た
見
解
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
他
の
資
料
か
ら
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
。

前
述
の
㈲
口
の
内
容
で
は
、
寄
付
金
勧
募
活
動
は
最
初
か
ら
、
十
万
一
厘
講
の
勧
募
運
動
を
展
開
し
た
内
容
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
左
の

文
を
見
る
と
、
実
は
そ
う
で
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

私
は
…
…
寄
附
金
の
勧
募
に
着
手
し
た
が
、
何
に
し
て
も
山
岳
地
帯
の
貧
弱
農
村
続
き
の
所
で
あ
り
、
且
つ
社
会
事
業
な
ど
に
理
解

の
あ
る
人
は
な
か
な
か
少
く
、
一
里
行
っ
て
訪
ね
て
一
円
、
二
里
歩
い
て
五
十
銭
、
或
は
留
守
と
云
う
状
態
、
…
．
：
私
は
そ
こ
で
考

（
楯
）

え
て
、
十
万
一
厘
講
と
云
う
こ
と
を
思
い
付
き
…
…

右
の
文
の
内
容
で
は
、
最
初
は
一
般
的
な
寄
付
金
の
勧
募
を
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
思
う
よ
う
に
な
ら
ず
困
っ
て
「
十
万

一
厘
講
」
の
勧
募
を
考
え
だ
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
前
述
の
「
身
延
深
敬
病
院
創
設
の
準
備
資
金
の
問
題
」
の
項
で
、
引
用
し
た
Ｈ

の
文
で
は
、
寄
付
勧
募
に
当
っ
て
は
、
南
部
警
察
署
経
由
で
山
梨
県
に
対
し
寄
付
勧
募
の
許
可
願
い
を
だ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
南
部

署
に
は
コ
ケ
月
半
も
の
間
に
、
凡
そ
十
数
回
通
う
た
が
、
其
れ
で
も
許
可
に
な
ら
ぬ
」
と
い
う
記
述
も
見
え
髭
幸
い
深
敬
園
に
は
、

山
梨
県
知
事
武
田
千
代
三
郎
の
寄
付
金
募
集
許
可
書
を
所
蔵
し
て
い
る
。
文
面
は
「
…
明
治
三
十
九
年
十
二
月
三
日
付
願
寄
附
金
募
集
…
…

ノ
件
許
可
ス
」
明
治
四
十
年
七
月
十
二
日
と
見
え
を
狭
、
先
き
の
一
ケ
月
半
と
十
二
月
三
日
が
、
ど
の
よ
う
に
相
関
す
る
の
か
は
不
明
で

あ
る
。
「
運
動
費
控
帳
』
第
壹
號
に
て
、
三
十
九
年
十
一
月
二
十
五
日
南
部
警
察
署
行
（
そ
の
経
費
は
二
円
五
十
銭
）
の
確
認
が
で
き
る

（
同
帳
二
頁
）
が
、
そ
れ
以
上
は
不
明
で
あ
る
。

最
初
の
寄
付
金
勧
募
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
「
約
定
寄
附
金
控
簿
」
第
壹
號
に
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
最
初
の
勧
募
は
、
明
治

三
十
九
年
十
月
下
旬
よ
り
開
始
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
勧
募
は
、
地
元
身
延
山
久
遠
寺
内
の
関
係
者
と
身
延
山
支
院
を
勧
誘
さ

ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）
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ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）

れ
て
い
る
。
十
月
の
勧
募
成
果
の
最
初
の
記
録
は
、
十
月
二
十
五
日
本
山
内
、
「
無
名
氏
」
と
記
載
き
れ
て
い
る
一
人
五
円
の
み
で
あ
っ

た
（
八
七
丁
喪
）
。
身
延
深
敬
病
院
の
財
政
上
の
問
題
は
、
十
月
十
二
日
に
開
院
式
を
行
な
っ
て
、
二
週
間
も
過
ぎ
な
い
内
に
、
既
に
厳

し
い
状
況
下
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
同
控
簿
』
に
よ
る
と
十
一
月
一
日
か
ら
身
延
周
辺

を
歩
い
て
十
日
目
に
し
て
支
院
惠
善
坊
遠
藤
是
才
の
一
金
二
十
五
円
の
寄
付
（
内
五
円
納
入
）
が
見
ら
れ
る
（
八
六
丁
裏
）
。
十
一
日
か

ら
二
十
一
日
ま
で
は
甲
府
及
付
近
の
勧
募
に
歩
い
て
い
る
。
そ
の
成
果
は
十
二
日
が
南
巨
摩
郡
青
柳
昌
福
寺
五
円
、
中
巨
摩
郡
一
ノ
瀬
妙

了
寺
五
円
で
あ
る
。
十
八
日
は
塩
山
法
傳
寺
一
円
、
東
山
梨
郡
勝
沼
上
行
寺
一
円
と
い
う
非
常
に
厳
し
い
勧
募
状
況
で
あ
る
。
二
十
一
日

は
身
延
に
戻
り
、
身
延
支
院
を
歩
く
が
妙
石
坊
の
一
円
の
み
で
あ
る
。
二
十
二
日
は
身
延
の
隣
村
の
中
富
村
を
勧
募
に
歩
く
が
切
石
善
妙

寺
一
円
だ
け
で
あ
る
。
二
十
三
日
地
元
を
歩
く
が
支
院
山
本
坊
二
円
だ
け
で
終
わ
る
。
以
上
が
十
一
月
分
の
勧
募
成
果
で
あ
窪
山
梨
県

下
に
お
け
る
行
動
範
囲
が
広
い
割
合
に
は
、
勧
募
実
績
が
誠
に
少
な
い
結
果
に
終
わ
っ
て
い
る
。
あ
の
高
名
な
田
中
智
学
が
設
立
し
た

「
宗
教
病
院
大
日
本
救
世
館
」
は
大
大
的
に
、
用
意
周
到
に
ス
タ
ー
ト
し
た
に
も
係
わ
ら
ず
、
世
間
の
社
会
事
業
の
理
解
が
得
ら
れ
ず
、

財
政
問
題
の
理
由
か
ら
閉
院
と
な
っ
て
い
る
。
綱
脇
龍
妙
の
場
合
は
、
無
名
な
る
が
故
に
な
お
さ
ら
苦
し
い
状
況
下
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

身
延
深
敬
病
院
は
十
一
月
に
、
米
代
も
な
く
な
り
深
刻
な
財
政
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。
網
脇
は
、
か
っ
て
越
前
青
山
市
之
助
の
勤
め
人
、

身
延
山
支
院
覚
林
房
日
朝
堂
の
堂
番
花
井
善
三
を
訪
れ
、
十
円
借
り
て
米
二
俵
を
買
っ
て
い
る
。
こ
の
晩
に
、
一
厘
講
の
勧
募
趣
旨
を
作

成
し
、
甲
府
の
印
刷
屋
に
行
っ
た
と
綱
脇
は
述
懐
し
て
い
壷
こ
の
綱
脇
の
述
懐
は
、
蓮
動
費
控
唾
の
記
述
に
よ
り
裏
付
け
を
求
め

（
副
》

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
明
治
三
十
九
年
十
一
月
十
八
日
の
項
に
、
甲
府
市
芳
文
堂
印
刷
に
て
二
十
七
円
を
以
て
「
一
厘
の
功
徳
」
（
深

敬
壹
號
）
三
千
部
を
印
刷
し
て
い
る
。
ま
た
三
円
で
．
厘
講
台
帳
」
を
印
刷
し
て
い
る
。
三
円
二
十
二
銭
で
身
延
深
敬
病
院
十
萬
一
厘

講
の
趣
意
」
・
「
身
延
深
敬
十
蔑
一
厘
講
の
規
則
」
の
印
刷
代
を
支
払
っ
て
い
る
。
同
日
、
二
円
八
十
銭
を
以
て
「
深
敬
』
一
号
を
東
京
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（
砲
）

に
発
送
し
て
い
る
記
載
が
見
え
る
。
甲
府
方
面
に
行
っ
た
十
一
月
十
一
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
の
勧
募
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
か
ら
、
勧

募
趣
旨
を
作
成
し
た
の
は
、
十
一
月
十
日
と
推
測
し
た
い
。
実
施
は
十
一
月
十
八
日
と
見
た
い
。
ヨ
厘
の
功
徳
」
が
実
際
に
発
行
さ
れ

た
「
身
延
深
敬
病
院
十
萬
一
厘
講
の
趣
意
」
の
目
的
に
は
此
の
病
院
の
資
本
金
を
最
容
易
い
最
難
有
い
方
法
で
得
る
為
に
結
ば
れ
た
も
の

で
あ
り
ま
す
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
「
規
則
」
も
同
様
に
、
「
基
本
金
」
の
文
が
な
く
な
り
、
た
だ
「
身
延
深
敬
病
院
に
寄
附
し
て
下
さ

る
の
で
あ
り
ま
す
」
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
初
基
本
金
を
理
想
と
し
た
が
、
現
実
は
お
米
代
も
な
い
厳
し
い
財
政
状
況
か
ら
、
綱

脇
は
基
本
金
を
資
本
金
と
変
え
た
の
で
あ
る
。
十
万
一
厘
講
の
勧
募
目
的
が
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
精
査
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

①
一
厘
講
は
一
口
一
日
高

（
高
田
鋭
三
編
「
財
団
汁

②
明
治
三
十
九
年
十
一
月
、

十
一
年
ま
で
継
続
し
た
。

次
に
、
十
万
一
厘
識
勧
募
の
終
滅
時
期
の
問
題
を
論
じ
た
い
。
網
脇
龍
妙
は
一
厘
識
の
廃
止
に
つ
い
て
「
此
の
一
厘
講
も
後
に
は
事
業

の
進
展
と
、
貨
弊
価
値
の
変
化
と
に
つ
れ
て
、
廃
止
す
る
の
余
儀
な
き
に
到
っ
総
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
時
期
を
明
言
し
て
い
な
い
。
大
正
二
年
七
月
十
五
日
発
行
の
「
天
鼓
」
第
五
巻
第
七
号
で
は
．
厘
講
は
…
…
初
め
は

頗
る
良
好
の
結
果
を
得
た
る
も
今
や
漸
く
口
数
を
減
じ
、
特
殊
同
情
世
話
人
の
手
に
の
み
委
せ
り
」
（
八
頁
）
と
論
じ
て
い
る
の
で
、
大

正
二
年
当
時
よ
り
一
厘
講
勧
募
が
下
火
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
身
延
深
敬
病
院
（
深
敬
園
）
発
行
の
資
料
で
は
、
廃
止
時

期
に
つ
い
て
二
説
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
一
厘
講
は
一
口
一
日
一
厘
宛
満
三
年
を
期
と
し
て
数
月
又
は
毎
年
に
納
む
る
も
の
な
る
が
、
今
は
時
機
に
適
せ
ず
終
滅
に
帰
せ
り

（
高
田
鋭
三
編
「
財
団
法
人
身
延
深
敬
病
院
一
覧
』
九
頁
。
大
正
十
三
年
一
月
一
日
発
行
）

②
明
治
三
十
九
年
十
一
月
、
綱
脇
龍
妙
は
自
ら
資
金
の
勧
募
に
ま
た
十
万
一
厘
講
に
依
る
資
金
の
狸
得
に
努
力
し
、
爾
後
こ
れ
は
昭
和
二

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
十
万
房

の
進
展
と
、
貨
弊
唾

し
か
し
、
そ
の
唾

ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）
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と
記
し
て
置
き
た
い
。

ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）

（
「
財
団
法
人
身
延
深
敬
園
沿
革
」
〈
「
河
鹿
集
」
第
五
輯
所
収
〉
二
三
○
頁
。
昭
和
四
十
五
年
十
月
二
日
発
行
）

清
水
海
隆
氏
の
論
文
は
②
説
に
基
ず
い
て
い
壷
先
ず
①
説
に
つ
い
て
の
考
察
。
財
団
法
人
身
延
深
敬
病
院
は
、
こ
の
時
期
の
年
度
収

支
決
算
を
『
身
延
教
報
」
に
公
表
し
て
い
る
。
大
正
十
一
年
度
事
業
報
告
ま
で
は
一
厘
講
の
収
入
を
記
載
し
て
い
る
が
、
大
正
十
二
年
度

以
降
の
事
業
報
告
に
お
い
て
、
一
厘
講
の
収
入
項
目
が
見
当
ら
な
い
の
は
確
か
で
あ
窪
し
か
し
、
深
敬
園
所
蔵
の
「
分
類
翌
（
大
正

三
年
～
昭
和
二
年
）
の
大
正
十
三
年
度
勧
募
の
項
目
（
二
四
八
頁
）
に
一
厘
講
に
関
す
る
記
述
が
ま
だ
見
え
る
の
で
大
正
十
三
年
一
月
一

日
現
在
で
は
終
滅
に
至
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
②
説
に
つ
い
て
の
考
察
。
昭
和
以
降
に
お
い
て
も
一
厘
講
の
収
入
が
あ
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
深
敬
園
に
『
身
延
深
敬
病
院
十
萬
一
厘
講
勧
募
帳
」
が
現
存
す
る
。
内
容
は
昭
和
十
年
代
の
東
京
と
大
阪
、
福
井
、
兵

庫
県
の
一
厘
講
加
入
者
名
と
口
数
及
び
収
入
状
況
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
東
京
の
部
に
は
三
二
五
人
と
上
野
徳
大
寺
摩
利
支
天
講
の
加
入

記
録
が
あ
り
、
昭
和
十
六
年
八
月
木
南
誠
（
品
川
区
北
品
川
本
照
寺
内
）
が
最
後
の
掛
金
者
と
な
っ
て
い
る
（
六
三
丁
裏
）
。
大
阪
・

福
井
・
兵
庫
の
部
は
五
一
人
の
加
入
者
が
い
て
、
最
後
の
掛
金
者
は
堺
市
中
田
出
町
一
ノ
五
森
島
久
三
郎
で
昭
和
十
七
年
十
二
月
で
終
了

し
て
い
る
（
一
○
九
丁
裏
）
。
三
七
六
人
の
方
々
は
一
厘
講
に
対
す
る
根
強
い
理
解
者
達
で
あ
っ
て
大
正
十
三
年
度
以
降
も
加
入
し
て
お

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
昭
和
二
十
一
年
ま
で
継
続
し
た
と
い
う
根
拠
の
資
料
は
現
段
階
で
は
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。
身
延
深
敬

園
二
代
目
理
事
長
綱
脇
美
智
氏
（
綱
脇
龍
妙
の
娘
さ
ん
）
よ
り
一
厘
講
の
最
後
は
昭
和
十
六
年
前
後
ま
で
継
続
さ
れ
実
際
に
帳
簿
に
記
入

し
て
あ
る
、
と
の
証
言
を
平
成
十
二
年
九
月
に
得
て
い
る
。
深
敬
園
の
内
部
資
料
を
種
々
調
査
し
て
見
る
と
綱
脇
龍
妙
は
一
厘
講
以
外
の

勧
募
を
昭
和
二
十
六
年
に
も
行
っ
て
い
る
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
後
の
人
が
一
厘
講
勧
募
と
混
同
さ
れ
て
、
昭
和
二
十
一
年
ま
で

継
続
し
た
と
い
う
表
現
に
至
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
段
階
の
調
査
で
は
、
一
厘
講
勧
募
の
終
滅
は
昭
和
十
七
年
十
二
月
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身
延
深
敬
病
院
は
創
設
の
一
ヶ
月
程
で
既
に
お
米
も
買
え
な
い
財
政
難
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
経
営
危
機
を
脱
す
る
た
め
に

綱
脇
龍
妙
は
勧
募
活
動
を
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
に
対
す
る
社
会
の
理
解
は
得
ら
れ
ず
、
十
、
十
一
月
は
苦

し
い
経
営
が
続
い
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
更
に
十
二
月
の
財
政
状
況
を
「
約
定
寄
附
金
控
簿
」
と
「
運
動
費
控
帳
」
か
ら

見
て
み
よ
う
。
明
治
三
十
九
年
十
二
月
一
日
よ
り
切
羽
詰
っ
て
再
び
地
元
身
延
中
心
に
勧
募
に
歩
く
が
、
そ
の
結
果
は
一
日
中
村
是
本
二

円
。
七
日
藤
田
民
蔵
一
円
。
八
日
深
沢
市
三
郎
一
円
、
山
田
峰
吉
一
円
、
深
沢
久
兵
衛
一
円
。
十
二
日
鈴
木
錬
次
郎
二
円
、
富
沢
村
神
山

日
逮
一
円
。
十
三
日
身
延
村
深
沢
久
之
助
二
円
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
身
延
深
敬
病
院
の
一
ケ
月
の
経
費
は
先
の
考
察
の
よ
う
に
約
百
円

は
要
す
る
の
で
あ
る
。
或
は
そ
れ
以
上
で
あ
ろ
う
。
病
院
の
状
況
は
診
療
室
も
な
く
、
男
女
の
病
室
も
別
れ
て
い
な
い
。
施
設
は
仮
病
室

で
出
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
施
設
の
建
設
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
生
活
費
自
体
が
不
足
し
苦
し
い
実
態
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
再

び
甲
府
近
辺
を
十
二
月
十
七
日
よ
り
二
十
一
日
ま
で
勧
募
に
歩
く
の
で
あ
る
が
成
果
は
、
中
巨
摩
郡
龍
王
村
法
久
寺
一
円
、
南
巨
摩
郡
増

穂
村
小
室
十
如
院
大
木
寛
山
一
円
の
み
で
終
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
勧
募
状
況
か
ら
綱
脇
は
、
山
村
で
は
な
く
東
京
に
て
一
厘
講
勧
募
活

動
を
し
た
い
と
決
意
を
固
め
て
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

先
に
明
治
三
十
九
年
十
一
月
十
八
日
冒
厘
の
功
徳
」
（
深
敬
第
一
号
）
を
東
京
に
発
送
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
同
年
十
二

月
七
日
再
び
「
一
厘
の
功
連
を
東
京
小
石
川
区
の
茗
谷
学
園
に
発
送
す
髭
十
二
月
十
三
日
「
一
厘
の
功
連
を
日
蓮
宗
大
学
に
発
送

す
奄
茗
谷
学
園
の
山
田
一
英
、
守
屋
貫
教
、
学
生
で
あ
る
松
本
慈
光
、
植
木
玄
勵
、
中
村
寛
澄
、
中
村
元
勇
馬
田
行
啓
、
戸
田
聰
察
、

菊
地
了
瑞
等
の
有
志
は
綱
脇
師
の
ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
の
良
き
理
解
者
で
あ
り
、
一
厘
講
勧
募
を
積
極
的
に
支
援
し
た
人
々
で
あ
壷

ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
識
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）

四
、
十
万
一
厘
講
の
果
し
た
役
割
と
波
及
効
果

(”）



ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）

綱
脇
龍
妙
自
身
も
十
二
月
一
千
二
日
か
ら
翌
一
月
六
日
ま
で
東
京
に
出
て
一
厘
講
勧
募
活
動
に
専
念
し
て
い
壷
東
京
で
は
一
厘
講
勧
募

運
動
に
対
し
て
大
変
な
反
響
が
あ
り
、
加
入
者
が
続
出
す
る
の
で
あ
る
。
急
迩
、
年
末
に
小
石
川
区
博
文
館
で
「
一
厘
講
申
込
用
紙
」
一

千
枚
が
印
刷
さ
れ
、
「
一
厘
の
功
連
も
五
千
部
再
版
し
て
い
る
の
で
あ
奄

気
を
良
く
し
た
綱
脇
は
、
そ
の
後
も
東
京
に
て
繰
り
返
し
勧
募
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
活
動
記
録
は
、
明
治
四
十
年
一
月
十
五

日
～
三
十
一
日
（
の
大
半
）
、
二
月
一
日
～
八
日
、
二
月
十
六
日
～
二
十
八
日
（
身
延
よ
り
名
古
屋
、
越
前
、
玉
沢
よ
り
東
京
）
、
三
月
一（

“
）

日
’
五
日
、
三
月
二
十
四
日
～
三
十
一
日
、
四
月
三
日
～
七
日
、
七
月
。
四
十
一
年
二
月
二
十
八
日
～
（
東
京
、
越
前
）
、
八
月
の
九
回

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
の
東
京
市
は
小
石
川
・
本
郷
・
麹
町
・
芝
・
麻
布
・
四
谷
・
赤
坂
・
牛
込
・
本
所
・
深
川
・
下
谷
・
浅
草
・

神
田
・
日
本
橋
・
京
橋
の
十
五
区
制
で
あ
っ
た
狭
、
そ
の
全
区
及
び
南
多
摩
郡
・
豊
多
摩
・
北
豊
島
・
荏
原
郡
・
葛
飾
郡
・
南
足
立
郡
に

一
厘
講
の
勧
募
活
動
が
飛
躍
的
に
展
開
さ
れ
て
い
窪
こ
れ
程
の
広
範
囲
に
な
る
と
茗
谷
学
園
の
支
援
者
だ
け
で
は
不
可
能
で
あ
る
。

「
一
厘
講
台
帳
」
を
考
察
す
る
と
加
入
者
達
の
中
か
ら
次
か
ら
次
へ
ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
を
支
援
す
る
人
達
が
現
わ
れ
、
そ
の
活
動
の

輪
が
広
が
っ
た
の
で
あ
壷
一
厘
講
勧
募
に
よ
る
著
し
い
現
金
収
入
増
加
現
象
は
東
京
府
ば
か
り
で
は
な
い
．
愛
知
県
名
古
屋
市
に
お
い

て
も
見
ら
れ
窪
ま
た
山
梨
県
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
十
萬
一
厘
講
加
入
帳
」
第
一
號
（
終
丁
一
七
七
丁
表
）
第
二
號
（
終

丁
六
一
丁
裏
）
を
考
察
す
る
と
第
一
號
は
明
治
四
十
二
年
四
月
迄
に
一
二
二
名
の
加
入
者
が
あ
り
、
山
梨
県
は
四
三
六
人
で
二
割
に
及

ん
で
い
る
。
こ
の
内
、
地
元
身
延
の
加
入
者
は
四
九
人
で
あ
る
。
第
二
號
は
五
八
七
人
の
加
入
者
が
あ
り
、
山
梨
県
の
加
入
者
は
八
九
人

（
内
身
延
は
十
二
人
）
で
あ
る
。
財
政
難
に
苦
し
み
経
営
が
困
難
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
身
延
深
敬
病
院
は
、
東
京
で
一
厘
講
勧
募
を

開
始
し
た
翌
年
の
五
月
二
十
四
日
現
在
で
小
林
銀
行
に
参
百
五
拾
円
を
預
け
、
豊
永
法
主
に
壹
百
円
預
け
、
振
替
貯
金
に
五
拾
五
円
八
十

八
銭
五
厘
、
郵
便
貯
金
に
拾
円
預
け
、
現
金
弐
拾
円
八
十
八
銭
を
所
有
し
て
い
る
の
で
あ
壷
そ
の
合
計
は
金
五
百
参
拾
六
円
七
拾
六
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銭
五
厘
で
あ
る
か
ら
、
如
何
に
一
厘
講
の
勧
募
の
成
果
が
凄
い
か
認
識
で
き
よ
う
。
今
少
し
一
厘
講
の
加
入
増
加
現
象
を
考
察
す
る
と
、

守
屋
貫
教
編
集
藻
塗
に
は
明
治
四
十
年
六
月
五
日
現
在
で
加
入
口
数
の
総
計
は
二
八
九
九
口
と
あ
る
．
同
年
九
月
一
一
十
八
日
現
在
で

は
三
八
四
○
口
、
明
治
四
十
一
年
一
月
二
十
八
日
現
在
で
は
四
三
八
二
口
と
な
り
、
加
入
者
が
四
千
人
を
越
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

加
入
者
達
の
地
域
範
囲
を
検
討
し
て
み
る
と
実
に
広
範
囲
に
て
支
援
者
達
が
い
た
こ
と
に
驚
く
も
の
で
あ
る
。
北
海
道
、
東
北
（
青
森
・

山
形
・
宮
城
・
福
島
）
、
関
東
（
栃
木
・
群
馬
・
茨
城
・
埼
玉
・
東
京
・
千
葉
・
神
奈
川
）
、
北
陸
（
福
井
・
富
山
・
石
川
・
新
潟
）
、
中

部
（
山
梨
・
長
野
・
静
岡
・
愛
知
・
岐
阜
）
、
近
畿
（
滋
賀
・
三
重
・
京
都
・
大
阪
・
和
歌
山
・
兵
庫
）
、
中
国
（
岡
山
・
島
根
）
、
四
国

（
香
川
・
愛
媛
）
、
九
州
（
福
岡
・
熊
本
・
佐
賀
・
長
崎
・
鹿
児
島
）
に
渡
っ
て
お
り
、
ほ
ぼ
全
国
的
な
広
が
り
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

海
外
で
は
朝
鮮
と
韓
国
に
も
加
入
者
達
が
い
た
の
で
あ
壷

身
延
深
敬
病
院
の
最
初
の
寄
付
金
勧
募
活
動
は
全
く
不
振
で
あ
っ
た
の
に
、
な
ぜ
一
厘
講
勧
募
が
広
く
世
間
の
人
々
に
受
け
入
ら
れ
た

の
か
と
い
う
と
、
そ
の
理
由
は
一
厘
と
い
う
お
金
の
価
値
の
低
さ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
三
十
九
年
当
時
の
一
厘
の
価
値
は
タ

バ
コ
一
服
、
つ
ま
り
一
息
す
っ
て
ブ
ー
ツ
と
吐
き
出
し
た
だ
け
の
低
い
価
値
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
壷
当
時
の
一
厘
は
一
分
間

の
労
働
で
得
ら
れ
る
程
、
非
常
に
極
め
て
低
い
価
値
で
あ
壷
従
っ
て
誰
に
で
も
容
易
に
寄
付
が
し
や
す
い
勧
募
運
動
を
網
脇
は
考
え
だ

（
別
）

し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
身
延
深
敬
病
院
十
萬
一
厘
講
の
規
則
」
に
よ
れ
ば
、
一
厘
を
「
加
入
者
は
加
入
の
月
の
一
日
よ
り
満
三

ヶ
年
間
日
日
一
厘
づ
、
溜
め
て
身
延
深
敬
病
院
に
寄
附
し
て
下
さ
る
」
よ
う
求
め
た
の
で
あ
る
。
綱
脇
は
、
こ
の
一
厘
の
寄
付
に
六
波
羅

（
犯
）

蜜
の
功
徳
が
具
す
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
の
継
続
の
価
値
を
説
き
、
加
入
支
援
を
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
厘
講
に
社
会
の
あ
ら

ゆ
る
階
級
の
人
々
が
加
入
し
て
い
る
現
状
を
考
え
る
時
、
綱
脇
が
深
敬
精
神
（
主
義
）
を
当
時
の
方
々
に
理
解
し
や
す
い
表
現
を
も
っ
て

説
か
れ
た
こ
と
も
大
き
な
効
果
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
綱
脇
は
深
敬
精
神
の
出
発
点
を
弱
者
の
友
と
な
る
こ
と
に
求
め
た
。

ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
識
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）
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ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
諭
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）

そ
の
深
敬
精
神
は
「
十
萬
一
厘
講
の
趣
意
」
に
見
ら
れ
髭

同
じ
人
間
に
生
れ
て
も
ハ
ン
セ
ン
病
に
な
る
と
、
差
別
思
想
か
ら
世
間
が
棄
て
て
し
ま
っ
て
い
る
。
綱
脇
は
哀
れ
な
ハ
ン
セ
ン
病
患
者

を
深
敬
精
神
で
見
棄
て
ず
、
自
分
の
兄
弟
姉
妹
の
如
く
接
し
、
救
済
に
勤
め
た
。
そ
し
て
世
間
の
人
々
に
、
一
厘
講
の
同
情
加
入
を
求
め

た
の
は
、
相
手
に
知
ら
ず
知
ら
ず
の
内
に
深
敬
精
神
を
芽
生
え
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
「
深
敬
」
に
て
「
同
情
加
入
者
は
、
深
敬

を
以
て
仏
陀
に
日
々
一
厘
を
捧
げ
、
吾
等
を
し
て
浄
業
を
為
さ
し
め
て
居
る
」
と
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
を
綱
脇
が
一
厘
講
を
思
い
付

い
た
の
は
、
も
と
も
と
深
敬
主
義
か
ら
割
出
し
て
い
る
の
で
あ
奄
一
厘
講
加
入
者
の
中
で
静
岡
県
金
谷
町
と
金
谷
在
五
和
村
の
農
夫
が

一
厘
一
口
を
三
人
で
加
入
し
て
い
る
事
例
が
四
件
見
え
る
（
「
十
萬
一
厘
講
加
入
帳
』
二
五
’
六
丁
）
。
福
井
県
武
生
町
の
農
夫
は
一
厘

一
口
を
二
人
で
数
件
加
入
し
て
い
る
（
同
帳
一
二
八
丁
）
。
身
延
小
学
校
児
童
六
人
が
毎
日
の
小
遣
い
の
中
か
ら
一
厘
を
だ
し
て
い
る
事

例
が
見
え
る
。
尾
張
国
熱
田
（
同
帳
十
七
丁
裏
）
と
甲
府
（
同
帳
一
六
丁
表
・
七
五
丁
）
の
そ
の
日
暮
ら
し
の
大
道
芸
人
の
加
入
者
が
見

え
る
。
高
等
商
業
学
校
生
、
京
北
中
学
生
、
津
山
高
等
女
学
校
生
（
同
帳
三
七
丁
）
、
主
に
使
え
る
下
男
下
女
の
加
入
者
が
見
え
る
。

ま
さ
に
一
厘
講
は
貧
者
の
一
燈
の
精
神
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
深
敬
」
第
六
号
に
明
治
三
十
九
年
十
月
か
ら
明
治
四
十
年
十
月
ま
で
の
収
支
計
算
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
収
入
之
部
の
み

引
用
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
港
寄
附
現
金
収
入
高
、
壹
千
壷
百
円
七
拾
壹
銭
三
厘
垂
由
％
）
．
壹
厘
講
集
金
高
、
壹
千
登
百
四
拾

八
円
七
拾
九
銭
（
“
・
訂
％
）
。
山
内
慈
善
函
収
入
高
、
威
拾
壹
円
七
拾
四
銭
六
厘
（
０
．
別
％
）
。
患
者
納
金
、
参
百
拾
八
円
○
五
銭

（
皿
・
詔
％
）
。
合
計
金
試
千
五
百
拾
九
円
二
拾
九
銭
九
厘
と
な
っ
て
い
る
。
一
厘
講
が
全
収
入
の
“
・
訂
％
を
占
め
て
い
る
。
一
厘
講
以

外
の
寄
付
金
の
伸
び
も
凄
い
の
は
一
厘
講
勧
募
の
相
乗
効
果
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
厘
講
勧
募
に
て
寄
付
金
が
二
円
三
円
以
上
の
場

合
、
約
定
と
か
即
納
の
台
帳
に
納
入
す
る
事
例
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
某
所
宮
内
省
有
志
各
位
五
拾
回
、
皇
后
宮
財
有
志
某
拾
試
恥
一

(％）



（
沌
）

厘
講
の
収
入
状
況
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
明
治
四
十
一
・
四
十
二
・
四
十
三
年
の
状
況
が
不
明
で
あ
る
。
大
正
元
年
度
参
百
拾
八
円
（
全

収
入
の
６
．
６
％
）
、
大
正
二
年
度
敵
百
参
拾
円
四
拾
七
銭
五
厘
（
３
．
Ｗ
％
）
、
大
正
三
年
度
壹
百
参
拾
壹
円
八
拾
七
銭
（
２
．
部
％
）
、

大
正
四
年
度
壹
百
試
拾
円
拾
七
銭
（
２
．
別
％
）
、
大
正
十
年
度
九
四
円
九
○
銭
（
○
・
万
％
）
、
大
正
十
一
年
度
七
八
円
二
六
銭
（
○
・

弱
％
）
。
大
正
十
二
年
度
以
降
は
一
厘
講
収
入
の
項
目
が
見
ら
れ
な
い
。
一
厘
講
の
寄
付
は
創
設
か
ら
三
年
間
く
ら
い
迄
が
勢
い
が
良
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
明
治
四
十
四
年
か
ら
一
年
間
の
大
正
元
年
度
事
業
報
告
以
降
の
伸
び
は
極
端
に
低
く
な
っ
て
、
一
部
の
同
情
世
話
人
に

委
ね
て
し
ま
っ
た
と
い
う
意
見
も
あ
奄
綱
脇
は
一
厘
講
を
発
案
し
三
ケ
年
殆
ん
ど
精
力
を
、
こ
の
一
厘
講
に
傾
け
て
活
動
さ
れ
た
と
述

懐
す
壷
以
後
は
、
一
厘
講
の
収
入
が
落
ち
こ
ん
で
し
ま
い
、
そ
の
役
目
が
終
っ
て
し
ま
っ
た
様
な
表
現
で
あ
る
。

一
厘
講
勧
募
の
役
割
は
単
に
、
当
面
の
財
政
危
機
を
乗
り
越
え
、
診
療
室
・
婦
人
病
室
・
仏
殿
（
講
堂
）
の
建
設
に
多
大
な
貢
献
を
し

た
だ
け
の
役
目
で
終
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
一
厘
講
勧
募
活
動
が
齋
し

た
波
及
効
果
と
い
う
働
き
を
考
え
る
こ
と
も
重
要
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
一
厘
講
は
貧
者
の
一
燈
と
い
う
精
神
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
、

三
年
の
内
で
一
万
口
を
突
破
し
た
と
の
表
現
も
見
ら
れ
誼
実
際
、
加
入
者
の
地
域
範
囲
を
検
討
し
た
結
果
、
全
国
的
な
広
範
囲
の
人
々

が
綱
脇
と
身
延
深
敬
病
院
を
支
援
さ
れ
た
事
実
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
全
く
無
名
の
綱
脇
龍
妙
と
片
田
舎
に
設
立
し
た
ば
か
り
の

身
延
深
敬
病
院
の
存
在
を
広
く
全
国
的
レ
ベ
ル
ま
で
に
認
知
さ
せ
、
高
め
た
こ
と
は
偏
に
一
厘
講
勧
募
活
動
の
波
及
効
果
で
あ
る
。
ま
た

一
厘
と
い
う
お
金
の
価
値
は
極
め
て
低
い
、
従
っ
て
誰
に
で
も
容
易
に
寄
付
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
勧
募
運
動
を
通
じ
て
綱
脇
は
実
に

広
範
囲
の
人
々
や
各
界
の
名
士
金
原
明
善
・
東
京
ラ
イ
オ
ン
歯
磨
本
舗
小
林
富
次
郎
・
山
室
軍
平
・
賀
川
豊
彦
等
と
の
交
流
が
得
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
一
厘
講
活
動
が
齋
し
た
波
及
効
果
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
後
の
様
々
な
資
金
援
助
の
発

展
に
つ
な
が
っ
て
行
く
効
果
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
「
身
延
深
敬
病
院
後
援
今
範
が
発
足
す
る
が
会
長
は
清
水
龍
山
、
幹
事
は

ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）
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近
代
の
ハ
ン
セ
ン
病
救
済
活
動
に
は
、
日
蓮
宗
関
係
者
が
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
綱
脇
龍
妙
は
日
本
人
の
仏
教
者
と

し
て
初
め
て
組
織
的
に
ハ
ン
セ
ン
病
救
済
活
動
を
さ
れ
た
と
言
わ
れ
続
け
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
明
治
二
十
四
年
に
田
中
智

学
が
組
織
的
に
救
済
活
動
を
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
正
時
代
に
な
る
と
名
古
屋
の
昭
徳
会
（
法
音
寺
）
の
前
身
、
仏
教
感
化
救
済
会

が
ハ
ン
セ
ン
病
救
済
活
動
を
行
な
う
よ
う
に
な
る
。
法
音
寺
の
福
祉
活
動
の
淵
源
は
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
救
済
で
あ
窪
鈴
木
修
学
が
福

岡
県
「
生
の
松
原
・
ラ
イ
療
養
所
」
で
救
済
活
動
を
さ
れ
た
施
設
は
鱸
て
昭
和
五
年
に
綱
脇
が
経
営
し
て
、
身
延
深
敬
病
院
九
州
分
院
と

な
る
の
で
あ
る
。
身
延
深
敬
病
院
に
対
す
る
従
来
の
考
察
に
は
、
「
十
万
一
厘
講
」
に
関
す
る
本
格
的
な
報
告
は
見
当
ら
な
い
。
そ
れ
は

研
究
者
の
間
で
、
一
厘
講
に
関
す
る
勧
募
台
帳
は
存
在
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
今
般
、
深
敬
園
の
協
力
に
よ
り

数
十
回
に
渡
っ
て
調
査
す
る
機
会
を
得
て
、
「
十
万
一
厘
講
」
に
関
す
る
資
料
の
存
在
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
等

の
貴
重
な
資
料
を
照
合
吟
味
し
、
「
十
万
一
厘
講
」
を
調
査
し
て
行
く
過
程
に
お
い
て
、
財
政
の
上
か
ら
様
々
な
方
々
が
輪
に
な
っ
て
身

延
深
敬
病
院
を
支
え
て
い
た
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
一
厘
講
勧
募
活
動
に
よ
っ
て
、
身
延
深
敬
病
院
の
創
立
当
初

の
財
政
危
機
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
一
つ
の
成
果
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
一
厘
講
の
勧
募
活
動

時
期
と
所
持
金
の
解
明
も
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
波
及
効
果
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
考
察
を
試
み
た
こ
と
は
新
し
い
手
法
で
あ

ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）

山
田
日
真
（
一
英
）
、
守
屋
貫
教
、
馬
田
行
啓
、
浅
井
要
麟
、
久
保
田
正
文
、
栗
塚
慶
俊
、
石
橋
湛
山
等
で
あ
る
。
殆
ど
一
厘
講
支
援
者

の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
そ
れ
に
何
よ
り
も
深
敬
精
神
を
社
会
に
広
め
た
波
及
効
果
が
大
き
い
。
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
身
延
深
敬
病
院

に
と
っ
て
「
十
万
一
厘
講
」
の
果
し
た
役
割
は
限
り
な
く
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

五
、
む
す
ぴ
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る
。
戦
前
の
福
祉
事
業
は
慈
善
家
が
独
力
で
私
財
を
投
じ
て
事
業
を
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
網
脇
龍
妙
の
場
合
は
全
く
と

言
っ
て
よ
い
程
、
貧
乏
書
生
で
あ
っ
た
。
戦
前
の
福
祉
事
業
に
お
い
て
具
体
的
に
財
政
の
流
れ
と
か
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
事
業
資
金
を

支
え
た
の
か
と
い
う
考
察
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
資
料
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
い
わ
い
深
敬
園
に
は
、
創
設
当
初

か
ら
の
資
料
が
膨
大
に
保
存
さ
れ
て
お
り
、
今
後
、
更
に
ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い

ブ
（
》
◎（

６
）
加
藤
時
也
「
我
が
宗
門
と
棚
病
救
済
事
業
」
（
「
法
華
」
第
二
三
巻
第
一
二
号
所
収
・
六
○
頁
）
に
よ
れ
ば
、
公
立
五
ケ
所
（
全
生
病
院
・
北
部
保

養
院
・
外
島
保
養
院
・
大
島
療
養
所
・
大
州
療
養
所
）
の
創
立
は
、
い
ず
れ
も
明
治
四
十
二
年
と
い
う
。
官
立
の
創
立
は
、
長
島
愛
生
園
が
昭
和
五

年
、
栗
生
楽
泉
園
と
宮
古
療
養
所
は
昭
和
七
年
、
星
塚
敬
愛
園
は
昭
和
十
年
と
い
う
。

（
７
）
吉
田
久
一
「
改
訂
増
補
版
日
本
近
代
仏
教
社
会
史
研
究
』
上
巻
一
二
四
頁
。
「
同
書
」
下
巻
三
三
五
頁
に
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
万
勝
寺
住
職

新
羅
実
禅
が
ハ
ン
セ
ン
病
救
済
活
動
を
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
救
済
活
動
は
独
立
し
た
ハ
ン
セ
ン
病
施
設
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
（
上
巻
一
九
八
頁
）
。
森
幹
郎
『
足
跡
は
消
え
て
も
」
一
八
頁
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
家
に
先
立
っ
て
、
日
本
人
の
手
に
よ
る
ハ
ン
セ
ン
病

の
個
人
病
院
が
創
立
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
後
藤
昌
文
・
昌
直
の
起
療
病
院
一
八
七
五
’
一
九
○
八
、
荒
井
作
の
衆
済
病
院
一
八
八

註

（
１
）
「
大
崎
学
報
』
第
一
○
三
号
・
五
二
頁
。

（
２
）
『
い
の
り
」
第
七
十
四
号
「
綱
脇
龍
妙
自
伝
」
第
十
八
回
．
四
三
’
五
頁
。

（
３
）
綱
脇
龍
妙
「
私
の
深
敬
主
義
」
二
法
華
』
第
十
二
巻
第
九
号
所
収
）
九
頁
。
「
い
の
り
」
第
七
十
三
号
、
十
頁
。

（
４
）
四
・
五
万
人
説
は
五
島
盛
光
、
『
天
鼓
」
第
五
巻
第
四
号
九
頁
。
五
～
七
万
人
説
は
犀
川
一
夫
『
ハ
ン
セ
ン
病
医
療
ひ
と
す
じ
」
Ⅳ
頁
。
十
万
人

説
と
潜
伏
患
者
数
は
綱
脇
龍
妙
「
身
延
教
報
」
第
二
十
二
巻
第
六
号
四
頁
。
六
万
か
ら
約
十
万
説
は
森
幹
郎
『
足
跡
は
消
え
て
も
」
二
○
七
頁
。

（
５
）
森
幹
郎
『
足
跡
は
消
え
て
も
」
二
○
二
’
三
頁
。
福
沢
諭
吉
の
緊
急
の
対
策
説
は
、
澤
野
雅
樹
「
痴
者
の
生
」
五
九
頁
。
「
い
の
り
」
第
七
九

号
十
頁
等
に
見
え
る
。

ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）
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ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）

二
’
一
九
○
二
、
木
下
東
一
の
木
下
専
門
病
院
一
九
○
二
’
三
○
、
遠
山
道
栄
為
鄭
の
回
天
病
院
一
八
八
二
’
一
九
二
○
・

（
８
）
吉
田
久
一
『
改
訂
増
補
版
日
本
近
代
仏
教
社
会
史
研
究
』
下
巻
一
四
四
頁
。
キ
リ
ス
ト
教
の
ハ
ン
セ
ン
病
救
済
活
動
に
つ
い
て
は
、
藤
野
豊

「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
医
療
」
一
四
八
頁
に
御
殿
場
市
復
生
病
院
一
八
八
九
ｌ
現
在
、
東
京
都
目
黒
市
慰
療
園
一
八
九
四
’
一
九
四
二
、
熊
本
市
回

春
病
院
一
八
九
五
’
一
九
四
一
、
熊
本
市
待
労
病
院
一
八
九
八
ｌ
現
在
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
９
）
『
綱
脇
龍
妙
遺
稿
集
』
二
九
三
頁
。

（
皿
）
藤
楓
協
会
理
事
長
聖
成
稔
の
評
価
。
田
中
豊
久
編
「
河
鹿
集
」
第
五
輯
九
頁
（
身
延
深
敬
園
発
行
）
。

（
ｕ
）
『
日
宗
新
報
』
第
一
二
六
○
号
八
頁
（
大
正
二
年
一
月
十
六
日
発
行
）
綱
脇
の
発
表
を
聞
い
た
神
保
総
監
は
「
現
り
菩
薩
を
拝
す
る
心
地
す
」
と

称
讃
し
て
い
る
。
因
に
出
席
者
八
名
と
は
、
福
田
会
育
児
院
議
員
小
倉
海
静
、
東
京
感
化
院
教
務
主
任
中
山
法
城
、
日
蓮
宗
東
京
慈
済
会
山
田
一
英
、

日
蓮
宗
東
京
慈
済
会
本
良
英
龍
、
京
都
私
立
子
守
学
校
長
中
村
寛
澄
、
山
梨
県
龍
王
本
妙
寺
脇
本
観
静
、
滋
賀
県
長
浜
町
仏
教
悲
田
会
主
管
児
玉
禅

戒
、
山
形
県
南
村
山
郡
妙
正
寺
小
野
錬
雄
、
愛
媛
県
今
治
町
福
田
会
戸
田
聰
察
の
八
人
で
あ
る
。

（
皿
）
『
綱
脇
龍
妙
遺
稿
集
』
九
五
’
一
○
二
頁
。

（
過
）
管
見
の
範
囲
に
て
は
、
五
島
盛
光
⑩
「
深
敬
病
院
訪
問
記
」
（
明
治
四
十
四
年
『
天
鼓
」
第
三
巻
三
号
九
’
十
二
頁
が
関
連
論
稿
）
。
②
「
日
蓮
主

義
と
感
化
救
済
事
業
」
（
大
正
二
年
『
天
鼓
」
第
五
巻
第
四
号
十
一
頁
の
中
の
十
行
の
論
稿
）
。
⑧
加
藤
時
也
「
我
が
宗
門
と
細
病
救
済
事
業
」
（
昭

和
十
一
年
「
法
華
」
第
二
十
三
巻
第
十
二
号
六
○
’
一
頁
に
て
十
一
行
の
み
の
論
稿
）
。
い
吉
田
久
一
『
日
本
近
代
仏
教
社
会
史
研
究
』
下
巻
（
旧

版
昭
和
三
十
八
年
一
四
四
’
五
頁
に
て
十
五
行
の
論
稿
）
。
清
水
海
隆
⑤
「
綱
脇
龍
妙
と
救
癩
施
設
身
延
深
敬
園
」
（
昭
和
六
十
一
年
「
立
正
大
学
短

期
大
学
部
紀
要
」
第
十
八
号
一
七
’
三
二
頁
）
、
さ
ら
に
同
論
文
に
加
筆
し
発
展
し
た
も
の
が
⑥
「
綱
脇
随
妙
師
と
救
癩
施
設
身
延
深
敬
園
」
上

（
平
成
三
年
「
法
華
』
第
七
十
七
巻
第
二
号
三
四
’
九
頁
）
と
、
「
綱
脇
龍
妙
師
と
救
癩
施
設
身
延
深
敬
園
」
下
（
平
成
三
年
「
法
華
」
第
七
十
七

巻
第
三
号
四
○
’
四
頁
）
で
あ
る
。
⑧
「
我
深
敬
汝
等
」
（
平
成
三
年
『
正
法
」
五
一
頁
）
、
い
「
い
の
ち
礼
讃
の
実
践
ｌ
綱
脇
龍
妙
師
」
（
平
成
十

二
年
「
正
法
』
第
八
十
三
号
一
五
’
八
頁
）
。
小
野
文
晄
⑩
「
茗
谷
学
園
の
近
代
日
本
社
会
に
果
た
し
た
役
割
」
（
平
成
六
年
『
日
本
仏
教
教
育
学
研

究
』
第
二
号
関
連
論
稿
は
九
○
’
一
頁
）
、
⑪
「
綱
脇
龍
妙
上
人
と
妙
法
会
」
（
平
成
五
年
『
昭
和
法
華
人
列
伝
』
一
九
五
’
二
○
四
頁
、
た
だ
し
身

延
深
敬
病
院
と
は
直
接
関
連
が
な
い
）
。
浜
島
典
彦
⑫
「
綱
脇
龍
妙
」
（
平
成
七
年
「
原
典
仏
教
福
祉
」
一
二
三
’
四
頁
）
、
⑬
「
綱
脇
龍
妙
上
人
」

平
成
十
二
年
『
正
法
』
第
八
十
三
号
五
二
’
五
頁
。
ト
レ
ヴ
ァ
ー
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ー
フ
ィ
・
山
縣
然
太
郎
⑭
「
身
延
深
敬
病
院
の
運
営
方
法
」

（
平
成
十
二
年
「
山
梨
医
大
紀
要
』
第
十
七
巻
六
’
九
頁
）
。
十
四
本
の
論
文
が
見
え
る
が
清
水
海
隆
氏
の
⑤
１
ｍ
の
三
本
以
外
は
皆
分
量
が
少
な
い

論
稿
で
あ
る
。
然
も
身
延
深
敬
病
院
に
論
究
す
る
記
述
内
容
は
更
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(〃0）



（
皿
）
「
真
世
界
』
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
号
二
五
頁
。
『
綱
脇
寵
妙
遺
稿
集
』
一
四
六
頁
。

（
婚
）
昭
和
十
八
年
二
月
十
一
日
紀
元
節
に
身
延
深
敬
病
院
の
名
称
を
身
延
深
敬
園
と
改
称
す
る
。
十
八
年
二
月
の
『
身
延
教
報
」
第
三
十
六
巻
第
二
号

二
十
頁
で
は
、
変
更
理
由
を
「
今
般
周
囲
の
霊
地
の
自
然
に
相
応
せ
し
め
る
為
」
と
「
又
一
つ
は
国
立
各
癒
養
所
が
先
年
皆
園
と
改
称
さ
れ
た
る
例

に
従
い
」
と
見
え
る
。
が
、
昭
和
二
十
八
年
二
月
八
日
綱
脇
龍
妙
は
「
医
員
定
数
の
不
足
か
ら
深
敬
病
院
の
名
称
を
強
い
て
深
敬
園
と
改
称
す
る
の

余
儀
な
く
さ
れ
た
」
と
、
そ
の
経
違
を
表
明
し
て
い
る
（
身
延
深
敬
園
発
行
「
河
鹿
集
」
第
二
輯
二
頁
）
。

（
略
）
綱
脇
美
智
「
財
団
法
人
身
延
深
敬
園
の
歴
史
」
（
日
本
鰯
学
会
編
戸
の
胃
。
切
邑
鉦
・
一
九
一
頁
。

（
〃
）
明
治
三
十
九
年
十
月
当
時
、
綱
脇
寵
妙
が
全
く
無
名
で
あ
っ
た
と
い
う
事
に
関
し
て
、
明
治
三
十
九
年
十
月
一
日
発
行
の
「
日
宗
新
報
』
創
立
第

九
七
二
号
二
六
頁
に
「
茗
谷
園
の
瀬
崎
師
及
び
○
○
師
は
身
延
に
癩
病
患
者
収
容
所
を
設
く
る
為
奔
走
中
」
と
記
述
さ
れ
、
同
年
十
二
月
二
十
一
日

の
『
日
宗
新
報
」
第
九
八
○
号
六
頁
は
「
祖
山
の
有
志
者
は
、
身
延
に
癩
病
患
者
収
容
所
を
設
く
る
の
企
あ
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
○
○
師
と
は

綱
脇
龍
妙
の
こ
と
で
あ
り
、
綱
脇
は
無
名
な
た
め
祖
山
の
有
志
者
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
肥
）
清
水
海
隆
氏
は
「
綱
脇
師
の
勧
募
活
動
の
足
跡
の
す
べ
て
を
克
明
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
も
し
ご
本
人
が
存
命
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
困
難

な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
没
後
の
今
で
は
不
可
能
に
近
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
、
散
発
的
に
自
伝
の

中
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
」
と
い
う
（
「
法
華
」
第
七
十
七
巻
第
三
号
四
三
頁
）
。
文
中
の
自
伝
と
は
、
法
華
倶
楽
部

発
行
『
い
の
り
』
に
連
載
し
た
「
綱
脇
龍
妙
自
伝
」
（
自
叙
伝
）
の
こ
と
で
、
昭
和
三
十
八
年
八
十
七
歳
か
ら
昭
和
四
十
四
年
九
十
四
歳
に
執
筆
さ

れ
た
が
未
完
で
あ
る
。
自
伝
は
作
意
が
な
く
、
本
人
の
有
り
の
侭
の
真
実
を
瞥
い
て
い
る
か
ら
第
一
級
の
資
料
と
見
て
よ
い
。
但
し
、
御
高
令
時
の

執
筆
の
た
め
記
憶
に
お
け
る
錯
誤
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
、
引
用
に
は
そ
の
都
度
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
「
い
の
り
』
八
十
八
号
昭
和
四
十

年
六
月
の
「
自
伝
」
に
深
敬
病
院
を
開
い
て
三
年
目
（
明
治
四
十
二
年
に
相
当
す
る
）
に
富
豪
の
若
尾
逸
平
が
死
ん
で
千
五
百
円
の
寄
付
が
あ
っ
た

と
す
る
が
、
実
際
に
亡
く
な
っ
た
の
は
大
正
二
年
で
あ
る
。
「
い
の
り
」
八
十
七
号
十
一
頁
（
昭
和
四
十
年
五
月
二
十
八
日
）
明
治
四
十
四
年
十
月

「
蓮
華
舎
と
い
う
四
十
六
坪
の
大
き
な
病
室
を
建
て
た
と
こ
ろ
が
、
三
千
円
ほ
ど
か
か
り
ま
し
た
」
と
い
う
が
、
大
正
五
年
の
『
身
延
深
敬
病
院
一

覧
」
で
は
「
参
拾
六
坪
、
千
弐
百
円
」
と
な
っ
て
い
る
（
「
山
梨
県
史
」
資
料
編
妬
近
現
代
３
、
九
五
七
頁
）
。
明
治
四
十
四
年
に
は
事
務
室
千
弐

百
円
、
事
務
所
附
属
物
置
五
百
円
の
支
払
い
が
あ
り
、
二
千
九
百
円
の
経
費
支
出
が
あ
っ
た
の
で
、
三
千
円
と
い
う
記
憶
の
錯
誤
が
あ
っ
た
の
で
あ

へ～

2019
－ー

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

清
水
海
隆
「
法
華
」
第
七
十
七
巻
第
三
号
四
一
頁
。

本
格
的
に
「
十
万
一
厘
講
」
を
中
心
に
論
じ
た
研
究
論
文
が
公
表
さ
れ
た
の
は
、
恐
ら
く
ト
レ
ヴ
ァ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ー
フ
ィ
と
山
縣
然
太

ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）

(JOI)



（
妬
）
『
綱
脇
龍
妙
遺
稿
集
」
一
二
八
頁
。

（
邪
）
右
同
、
一
四
六
頁
。

ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）

郎
共
同
の
「
身
延
深
敬
病
院
の
運
営
方
法
ｌ
募
金
活
動
に
関
し
て
ｌ
」
（
「
山
梨
医
大
紀
要
」
第
十
七
巻
六
’
九
頁
・
二
○
○
○
年
）
が
初
め
て
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
幾
つ
か
の
問
題
が
見
ら
れ
る
。
七
頁
の
表
３
「
十
万
一
厘
講
」
に
よ
る
深
敬
病
院
の
収
入
の
金
額
に
お
い
て
、
通
年
度
の
大
正
元

年
以
外
は
間
違
っ
て
い
る
。
明
治
三
十
九
年
か
ら
四
十
四
年
の
六
年
間
の
収
入
を
前
半
期
・
後
半
期
に
分
け
て
算
出
し
て
い
る
が
、
同
病
院
の
「
会

計
年
度
ハ
一
月
一
日
ニ
始
マ
リ
十
二
月
三
十
一
日
二
終
ル
」
（
「
財
団
法
人
身
延
深
敬
病
院
一
覧
」
）
通
年
度
決
算
で
半
期
収
入
決
算
は
し
て
い
な
い
。

十
万
一
厘
講
の
収
入
根
拠
を
院
内
雑
誌
「
深
敬
」
に
求
め
た
が
、
『
深
敬
」
か
ら
は
正
確
な
収
入
算
出
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
壹
号
一
六
頁
の
東

京
京
橋
区
飯
室
玄
道
は
二
口
の
申
込
で
あ
る
が
、
「
身
延
深
敬
病
院
十
萬
一
厘
講
勧
募
帳
」
東
京
之
部
（
深
敬
園
所
蔵
）
で
は
明
治
四
十
一
年
十
二

月
に
一
ヶ
年
の
納
入
し
か
な
い
。
同
一
七
頁
の
日
蓮
宗
大
学
生
高
田
恵
忍
（
十
口
）
・
二
宮
東
一
（
参
口
）
は
二
ケ
月
の
み
の
納
入
で
あ
る
。
「
深

敬
」
第
五
号
四
六
頁
の
福
井
市
山
田
つ
れ
（
一
口
）
、
丹
後
せ
い
（
一
口
）
、
松
村
平
太
郎
二
口
）
は
申
込
の
み
で
納
入
は
見
ら
れ
な
い
含
身
延

深
敬
病
院
十
萬
一
厘
講
勧
募
帳
」
第
四
号
北
陸
・
愛
知
之
部
）
。
ま
た
第
登
号
一
二
頁
の
寄
附
金
之
部
に
一
金
壷
百
五
拾
回
、
甲
州
増
穂
小
林
八
右

衛
殿
と
あ
る
の
は
実
収
入
で
は
な
く
申
込
金
額
で
あ
る
。
小
林
は
明
治
四
十
年
五
月
二
十
三
日
、
大
正
元
年
十
二
月
九
日
、
大
正
四
年
十
二
月
二
十

二
日
に
各
五
十
円
納
入
さ
れ
て
い
る
（
『
約
定
寄
附
金
控
簿
」
第
登
號
九
十
五
丁
裏
・
深
敬
園
所
蔵
）
。
ま
た
マ
ー
フ
ィ
・
山
縣
共
同
執
錐
論
文
の
一

九
一
三
年
か
ら
一
五
年
の
十
万
一
厘
講
の
収
入
金
額
（
七
頁
）
は
、
身
延
深
敬
病
院
が
公
表
し
て
い
る
収
支
決
算
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
（
仏
教

雑
誌
「
日
宗
新
報
」
一
二
七
○
、
一
三
一
八
、
一
三
六
八
号
を
精
査
さ
れ
た
い
）
。

（
劃
）
『
十
萬
一
厘
講
加
入
帳
』
第
壱
号
及
び
威
号
（
合
冊
）
、
「
壹
厘
講
加
入
帳
』
第
五
号
、
「
身
延
深
敬
病
院
十
萬
一
厘
講
勧
募
帳
」
東
京
之
部
、
「
身

延
深
敬
病
院
十
萬
一
厘
講
勧
募
帳
』
第
四
号
北
陸
・
愛
知
之
部
、
『
身
延
深
敬
病
院
十
萬
一
厘
講
勧
募
帳
」
「
約
定
寄
附
金
控
簿
」
第
壹
号
（
明
治
四

拾
年
六
月
吉
日
）
、
『
即
金
年
賦
寄
附
金
登
録
台
帳
』
第
誠
号
（
明
治
四
拾
年
○
月
○
日
）
『
金
銭
出
納
簿
」
第
壷
号
（
明
治
四
十
年
五
月
二
十
四
日

’
十
月
二
十
日
）
、
「
同
』
第
参
号
、
『
運
動
費
控
帳
」
（
明
治
参
拾
九
年
拾
月
’
四
拾
一
年
九
月
）
。
「
一
厘
の
功
徳
」
（
深
敬
第
一
号
）
の
綱
脇
龍
妙

直
筆
本
（
原
本
）
と
「
同
」
刊
行
本
。
「
深
敬
」
第
四
、
五
、
六
号
等
々
。

（
鰯
）
『
綱
脇
龍
妙
遺
稿
集
」
一
二
七
頁
。

（
認
）
右
同
、
一
四
六
頁
。

（
型
）
清
水
海
隆
「
綱
脇
龍
妙
と
救
廟
施
設
身
延
深
敬
園
」
言
立
正
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
」
第
十
八
号
）
二
九
頁
。
『
法
華
一
第
七
十
七
巻
第
二
号
三

清
水
海
隆
「
綱
脇
龍
妙
と
救
痢
施
設
身
延
深
敬
園
」
言
立
正
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
」
第
十
八
号
）
二
九
頁
。
『
法
華
」
第
七
十
七
巻
第
二
号
三

八
頁
。

(JO2)



（
“
）
「
日
宗
新
報
」
第
三
百
六
十
六
号
十
頁
。

ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）

（
”
）
「
真
世
界
」
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
号
二
五
頁
。

（
記
）
「
綱
脇
龍
妙
自
伝
」
言
い
の
り
」
第
七
十
六
号
六
頁
・
昭
和
三
十
九
年
六
月
）

（
”
）
「
綱
脇
龍
妙
自
伝
」
こ
い
の
り
」
第
八
十
六
号
六
頁
・
昭
和
四
十
年
四
月
）

（
鋤
）
深
敬
園
所
蔵
「
運
動
費
控
帳
」
第
壷
號
（
筆
者
が
仮
に
頁
数
を
付
け
る
．
一
頁
）
に
明
治
参
拾
九
年
拾
月
の
項
に
開
院
式
前
ま
で
の
出
費
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
二
十
円
七
月
中
旬
ヨ
リ
十
月
下
旬
迄
身
延
竹
之
坊
止
宿
費
用
。
一
円
二
十
銭
八
月
三
十
日
田
中
富
三
郎
氏
卜
南
部
行
費
用
。
十
円
八

月
三
日
ヨ
リ
全
月
三
十
一
日
迄
東
京
越
前
等
巡
歴
。
六
円
九
月
十
二
日
ヨ
リ
全
二
十
二
日
迄
上
京
費
。
十
月
一
日
二
十
八
銭
南
部
警
察
行
。
十
月
六

日
二
十
四
銭
南
部
警
察
行
。
合
計
三
十
七
円
七
十
二
銭
で
あ
る
。

（
瓠
）
『
約
定
寄
附
金
控
簿
」
第
登
號
、
豊
永
法
主
一
円
（
九
四
丁
表
）
、
清
水
龍
山
一
円
（
三
五
丁
裏
）
保
科
宣
直
一
円
（
九
四
丁
表
）
。

（
犯
）
綱
脇
龍
妙
直
筆
「
運
動
貴
控
帳
」
第
壹
號
一
・
二
頁
（
深
敬
園
所
蔵
）
。

（
詔
）
「
分
類
簿
」
明
治
四
十
四
年
一
月
～
大
正
二
年
十
二
月
（
深
敬
園
所
蔵
）
。

（
弧
）
昭
和
十
三
年
五
月
関
西
経
済
倶
楽
部
で
講
演
（
「
綱
脇
龍
妙
遺
稿
集
」
一
四
六
頁
）
。
引
用
文
の
十
六
名
は
記
憶
違
い
で
、
十
三
人
が
正
し
い
。
因

に
大
正
五
年
以
降
昭
和
二
年
の
『
身
延
深
敬
病
院
一
覧
」
に
新
入
院
十
六
人
と
あ
る
の
は
十
三
人
の
誤
植
か
と
思
う
。

（
弱
）
「
真
世
界
』
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
号
二
五
頁
。

（
妬
）
三
厘
の
功
徳
」
（
深
敬
第
登
暁
）
五
頁
（
深
敬
園
所
蔵
）

（
訂
）
（
銘
）
右
同
、
四
頁
。
六
頁
。

（
釣
）
「
綱
脇
龍
妙
遺
稿
集
」
一
二
四
’
六
頁
。

（
伽
）
右
同
、
二
七
四
頁
。

（
“
）
「
い
の
り
」
第
七
十
号
四
頁
。
第
七
十
三
号
九
頁
。

（
蛇
）
明
治
二
十
三
年
十
二
月
皮
間
病
専
門
家
小
田
耕
作
医
師
が
田
中
智
学
を
訪
問
し
、
ハ
ン
セ
ン
病
散
済
事
業
の
協
力
肱
張
を
要
請
す
。
田
中
は
闘
司

「
い
の
り
」
第
七
十
号
四
頁
。
第
七
十
三
号
九
頁
。

明
治
二
十
三
年
十
二
月
皮
廟
病
専
門
家
小
田
耕
作
医
師
が
田
中
智
学
を
訪
問
し
、
ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
の
協
力
拡
張
を
要
請
す
。
田
中
は
賛
同

と
称
え
て
い
る
（
二
二
’
三
頁
）
。

し
、
宗
門
事
業
に
す
る
計
画
を
立
て
同
十
六
日
発
起
人
の
会
合
を
開
催
す
。
十
二
月
、
翌
一
月
身
延
山
法
主
三
村
日
修
、
日
蓮
宗
管
長
岩
村
日
轟
、

池
上
本
門
寺
、
京
都
八
本
山
貫
首
、
瑞
龍
寺
村
雲
日
栄
尼
公
（
伏
見
一
品
邦
家
親
王
六
女
）
等
の
協
賛
を
得
、
九
月
東
京
池
上
本
門
寺
境
内
に
病
院

を
設
立
す
る
（
田
中
芳
谷
「
田
中
智
学
先
生
略
傳
」
七
七
’
八
三
頁
）
。
『
教
友
雑
誌
』
第
百
拾
四
号
は
「
日
蓮
宗
の
実
業
と
し
て
創
設
せ
る
も
の
」

（〃3）



考
に
し
て
、
踏
え
た
と

（
妬
）
清
水
海
隆
「
立
正
大

（
妬
）
『
綱
脇
髄
妙
遺
稿
集
』

（
卿
）
右
同
、
一
二
八
頁
。

（
妃
）
田
中
豊
久
編
「
河
鹿

（
鯛
）
「
約
定
寄
付
金
控
簿
』

（
卵
）
『
い
の
り
」
第
七
十
』

（
副
）
（
艶
）
「
運
動
費
控
帳
」

（
認
）
「
綱
脇
魂
妙
遺
稿
集
」

（
認
）
清
水
海
隆
「
綱
脇
韻

（
妃
）
田
中
豊
久
編
「
河
鹿

踏
え
た
と

「
立
正
大

ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）

（
“
）
「
い
の
り
」
第
七
十
七
号
四
頁
に
、
一
厘
講
勧
募
の
主
旨
の
原
稿
を
一
夜
で
醤
い
た
と
記
述
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
田
中
智
学
の
勧
募
方
法
を
参

集
』
第
五
輯
・
写
真
の
部
五
頁
。

（
鯛
）
「
約
定
寄
付
金
控
簿
』
第
壷
號
八
六
丁
か
ら
九
三
丁
裏
に
記
載
さ
れ
て
い
る
収
入
金
額
で
あ
る
。

（
卵
）
『
い
の
り
」
第
七
十
七
号
三
’
四
頁
。

（
副
）
（
艶
）
「
運
動
費
控
帳
」
第
壷
號
二
頁
。

（
認
）
「
綱
脇
魂
妙
遺
稿
集
」
一
二
九
頁
。
注
（
卵
）
の
三
’
四
頁
。
こ
の
晩
と
は
十
一
月
十
日
を
推
定
し
た
い
。
十
一
日
に
甲
府
方
面
に
出
て
い
る
。

（
認
）
清
水
海
隆
「
綱
脇
龍
妙
と
救
痢
施
設
身
延
深
敬
園
」
（
「
立
正
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
』
第
十
八
号
所
収
）
二
一
頁
。
「
法
華
」
第
七
十
七
巻
第
二

号
「
綱
脇
龍
妙
師
と
救
痢
施
設
身
延
深
敬
園
」
（
上
）
三
八
頁
と
同
巻
第
三
号
（
下
）
四
三
頁
。

（
弱
）
大
正
十
一
年
度
収
支
決
算
は
『
身
延
教
報
』
第
十
五
巻
第
二
号
二
○
頁
。
大
正
十
二
年
度
は
『
身
延
教
報
」
第
十
六
巻
第
三
号
八
頁
。
以
降
昭
和

十
七
年
度
事
業
報
告
ま
で
見
当
ら
な
い
（
同
第
三
十
六
巻
第
五
号
）
。

（
弱
）
（
印
）
『
運
動
費
控
帳
」
第
壷
號
三
頁
。

（
認
）
「
深
敬
」
の
奥
付
に
守
屋
貫
教
が
編
輯
兼
発
行
人
と
記
さ
れ
、
松
本
慈
光
が
発
送
係
で
あ
る
こ
と
が
深
敬
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。

（
弱
）
「
運
動
費
控
帳
」
四
頁
に
十
二
月
十
七
日
よ
り
翌
一
月
六
日
迄
甲
州
よ
り
東
京
に
か
け
て
旅
行
費
八
円
十
九
銭
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
『
約
定
寄
附

金
控
簿
』
第
登
鏡
を
考
察
す
る
と
二
十
二
日
に
上
京
し
て
い
る
。
一
厘
講
の
勧
募
は
山
梨
県
と
地
元
身
延
で
も
十
二
月
二
十
二
日
以
前
に
さ
れ
た
こ

と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
大
き
な
成
果
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

（
帥
）
「
運
動
費
控
帳
」
第
登
號
三
’
四
頁
。
深
敬
再
版
費
は
四
十
円
で
十
二
月
三
十
日
支
払
と
な
っ
て
い
る
。

へへへへへ

6463626160
ーーーーー

右
同
、
五
’
二
三
頁
。

古
地
図
史
料
出
版
『
古
地
図
」
「
東
京
十
五
区
分
図
」
明
治
三
十
六
年
作
。

「
身
延
深
敬
病
院
十
萬
一
厘
識
台
帳
」
（
東
京
之
部
四
二
三
丁
）
の
現
金
納
入
状
況
と
『
十
萬
一
厘
識
加
入
帳
」
第
一
號
二
號
の
加
入
者
状
況
。

例
え
ば
『
身
延
深
敬
病
院
十
萬
一
厘
講
台
帳
』
四
七
丁
の
神
田
区
神
田
政
蔵
、
深
川
区
山
田
浅
次
郎
（
二
二
八
丁
）
等
。

推
測
す
。

学
短
期
大
学
部
紀
要
』
第
十
八
号
二
九
頁
。
吉
田
久
一
『
改
訂
増
補
版
日
本
近
代
仏
教
社
会
史
研
究
」
下
・
一
四
五
頁
。

遺
稿
集
」
一
二
八
’
九
頁
。

(〃4）



（
鍋
）
「
昭
徳
会
年
譜
」
、
法
音
寺
広
報
委
員
会
編
『
生
の
松
原
類
集
』
六
’
十
頁
。

へへへへ

82818079
ーーー－

（
犯
）
大
正
元
年
度
か
ら
四
年
度
ま
で
は
「
日
宗
新
報
」
、
一
二
二
五
号
、
一
二
七
○
号
、
一
三
一
八
号
、
一
三
六
八
号
。
十
・
十
一
年
度
は
「
身
延
教

報
」
第
十
四
巻
第
三
号
、
十
五
巻
二
号
に
事
業
報
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

報
」
第
十
四
巻
第
三
号
、
十
五
巻

（
鮨
）
名
古
屋
の
一
厘
講
加
入
の
成
果
に
つ
い
て
は
花
井
善
三
の
献
身
が
大
き
い
。
但
し
「
い
の
り
」
第
八
十
四
号
「
綱
脇
龍
妙
自
伝
」
二
’
三
頁
に
見

ら
れ
る
千
口
程
の
加
入
成
果
と
花
井
氏
の
勧
募
日
程
に
つ
い
て
は
「
身
延
深
敬
病
院
十
萬
一
厘
講
」
第
四
号
愛
知
県
の
部
（
三
二
一
丁
か
ら
七
六
五

丁
）
と
綱
脇
師
直
鉦
の
『
運
動
費
控
帳
』
二
’
三
頁
と
照
合
す
る
と
「
い
の
り
」
の
記
述
内
容
と
は
異
な
り
が
見
ら
れ
る
。

（
“
）
深
敬
園
所
蔵
『
金
銭
出
納
簿
』
第
壹
號
（
終
丁
は
七
九
丁
）
一
丁
裏
。
丁
数
は
筆
者
が
付
け
る
。

（
”
）
『
深
敬
」
第
四
号
一
九
’
四
八
頁
・
第
五
号
二
五
’
五
二
頁
・
第
六
号
三
一
’
四
三
頁
。

（
鯛
）
右
同
、
第
四
・
五
・
六
号
。
「
十
萬
一
厘
講
加
入
帳
』
第
壹
號
・
二
号
・
五
号
に
よ
る
。

（
的
）
（
、
）
一
厘
の
価
値
の
低
さ
は
ヨ
厘
の
功
徳
」
の
巻
頭
一
言
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
囚
徒
の
一
飯
は
三
銭
五
厘
で
あ
っ
た
（
「
山
梨
県
史
」

資
料
編
皿
近
現
代
・
五
八
四
頁
）
。

（
、
）
『
一
厘
の
功
徳
」
四
’
五
頁
。
規
則
は
八
ケ
条
。

（
だ
）
右
同
、
巻
頭
言
。

（
洞
）
右
同
、
一
’
三
頁
。

（
脚
）
（
布
）
「
守
屋
貫
教
編
「
深
敬
』
第
六
号
二
二
頁
。

（
祁
）
右
同
、
三
七
’
八
頁
。

（
万
）
豊
永
日
良
法
主
が
信
者
の
女
官
達
に
一
厘
溝
訪
募
用
俄
百
枚
を
記
市
し
て
農
も
き
せ
と
登
頂
砿
『
勺
置
序
甘
住
空
＃
』
肖
監
塾
７
卜
｜
ｒ
》
一
電
邑
３
ｋ

豊
永
日
良
法
主
が
信
者
の
女
官
達
に
一
厘
講
勧
募
用
紙
百
枚
を
配
布
し
て
集
め
さ
せ
た
金
額
が
「
約
定
寄
附
金
控
簿
」
第
壹
号
十
一
丁
表
に
記
載

れ
て
い
る
。

「
天
鼓
』
第
五
巻
第
三
号
八
頁
。

さ
れ
て
い
る
。

身
延
深
敬
病
院
に
と
っ
て
、
資
金
援
助
の
団
体
が
発
足
す
る
の
は
初
め
て
で
あ
る
。
昭
和
十
一
・
十
二
年
、
宗
務
院
で
種
々
相
談
の
上
に
結
成
さ

「
綱
脇
龍
妙
遺
稿
集
」

右
同
、
一
二
九
頁
。

ハ
ン
セ
ン
病
救
済
事
業
・
身
延
深
敬
病
院
に
お
け
る
十
萬
一
厘
講
勧
募
活
動
に
つ
い
て
（
桑
名
）

一
二
九
頁
。
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